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（提案理由） 

県立高校改革実施計画（Ⅱ期）の一部改定について決定いたした

く提案するものです。 

 



（案） 
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県立高校改革実施計画（Ⅱ期）の一部改定について  

 

１  ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定  

 (1) 「ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定」のⅡ期計画における位

置付け  

Ⅰ  質の高い教育の充実  

２  重点目標２にかかる具体的な取組み  

 「生徒の個性や優れた能力を伸ばす教育に取り組みます」  

 (1)教育課程の改善 [再掲 ] 

・学力向上進学重点校の指定  

 ・ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定  

 (2)科学技術・理数教育の推進  

(3)グローバル化に対応した先進的な教育の推進  

(4)専門教育の推進  

(5)国の研究開発にかかる指定事業の活用の推進  

 

(2) ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定  

ＳＴＥ ＡＭ教育推進のため、教科等横断的な教育課程や指

導方法、学習プログラム等の研究開発に取り組みます。  

Ⅱ期 の工程表  
 

主 体  令 和 ２ 年 度  ３ 年 度  ４ 年 度  ５ 年 度  

指 定 校  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 た な 指 定 ・ 実 施  

指 定 校 (予 定 )：神 奈 川 工 業（ 横 浜 北 東 ･川 崎 地 域 ）  光 陵（ 横 浜 南 西 地 域 ） 

横 須 賀 （ 横 須 賀 三 浦 ･湘 南 地 域 ）  

秦 野 （ 中 ･県 西 地 域 ）  

相 模 原 弥 栄 （ 県 央 ･相 模 原 地 域 ）  
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  ２  スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに基づく    

教育活動の推進  

    (1) 「スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに  

基づく教育活動の推進」のⅡ期計画における位置付け  

Ⅱ  学校経営力の向上  

４  重点目標４にかかる具体的な取組み  

 「学 校 の 教育 目 標の着実な達成をめざす学校経営に取り組み

ます」  

 (1)自律的・組織的な学校経営の充実  

 ・スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに基

づく教育活動の推進  

・学校評価・第三者評価システムの改善・充実  

・民間人材の活用  

・ 地域協 働 ・地 方 創生による 学校づ くり活動支 援事業 の取組

み  

 (2)県立高校への理解を深める情報提供の推進  

 (3)教職員の実践的指導力向上の推進  

 

(2) スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに基

づく教育活動の推進  

     入学者選抜時から卒業時までの教育活動の方針（スクール・

ポリシー）を策定・公表し、これに基づく教育活動に取り組む。

スクール・ポリシーの策定にあたっては、県教育委員会におい

て、各校の存在意義、社会的役割を明確化（スクール・ミッシ

ョンの再定義）する。  

Ⅱ期 の工程表  
 

主 体  令 和 ２ 年 度  ３ 年 度  ４ 年 度  ５ 年 度  

全 校  
    

県 教 育  

委 員 会  

    

   

ス ク ー ル ・  
ミ ッ シ ョ ン  
の 再 定 義  

ス ク ー
ル ・ ポ リ
シ ー の 策
定 ・ 公 表  

ス ク ー ル ・ ポ リ シ ー に 基 づ く 教 育
活 動 の 実 施  
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県立高校改革実施計画（Ⅱ期）の一部改定（案）について  

 

 １  「県立高校改革実施計画（全体）」について  

    「県立高校改革実施計画（全体）」（平成 28 年１月策定）は、「県

立高校改革基本計画」（平成 27 年１月策定）に基づく改革の実現

に向けて、県立高 校改革に取り組むうえで中長期を展望し、教育

内容・方法、学校 経営、県立高校の再編・統合に係る具体的な計

画として策定した。  

 

 ２  「県立高校改革実施計画（Ⅱ期）」について  

    「県立高校改革実施計画（全体）」の計画期間を 12 年間（平成 28

年度～令和９年度 ）とし、このうち令和２年度からの４年間（令

和２年度～令和５ 年度）に取り組む施策内容や再編・統合の対象

校を明示し、平成 30 年 10 月に「県立高校改革実施計画（Ⅱ期）」

（以下「Ⅱ期計画」という。）を策定した。  

 

 ３  「県立高校改革実施計画（Ⅱ期）」の一部改定（案）について  

    Ⅱ期計画策定後の状況の変化に対応するため、Ⅱ期計画の一部

を改定する。  

(1) ＳＴＥＡＭ教育 ※ 研究推進校の指定  

ア  指定校による取組について  

指 定 校 で は 、 県 立 高 校 改 革 実 施 計 画 に 基 づ く 改 革 の 実 現 に 向

けて、原則３年間、指定を受けた各テーマに関する研究を実施し、

その成果の普及を図っている。  

イ  ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定について  

     中央教育審議会答申（「令和の日本型学校教育」の構築を目指

して）（以下「答申」という。）において、新時代に対応した高等

学校教育等の在り方が示され、その一つとして、ＳＴＥＡＭ教育

等の教科等横断的な学習の推進による資質・能力の育成の必要性

が掲げられている。ＳＴＥＡＭ教育は、各教科等の知識・技能等

を活用することを通じた問題解決を行うものであり、生徒の強力

な学ぶ動機付けにもなるとされている。今後、全県立高等学校に

おいて、生徒の能力や関心に応じたＳＴＥＡＭ教育を推進するた

め、その実施方法等について研究を進めていく必要がある。     

定教第 31 号議案関係  
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このため、ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の令和４年度からの実施

に向け、Ⅱ期計画に具体的な取組として位置付ける。  

※ＳＴＥ ＡＭ教 育 …各 教科 での 学 習 を実 社会 で の 問 題 発 見 ・ 解 決

にいかし ていく た めの教科 横 断 的 な 教 育 。 Ｓ Ｔ

ＥＭ（ Science、 Technology、  Engineering、

Mathematics ）で 表される 科 学 系 の 学 び に 、 芸

術、文化 、生活 、 経済、法 律 、 政 治 、 倫 理 等 を

包含する リベラ ル アーツ（ Ａ ） を 加 え た も の 。  

ウ  「ＳＴ ＥＡＭ教育研究推進校の指定」のⅡ期計画における位

置付け  

   「ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定」をⅡ期計画の「Ⅰ  質の

高い 教 育の充実 ／ 重 点目標２「生徒 の個性や優れた能 力を伸ば

す教育に取り組み ます」にかかる具体的な取組み／ (1) 教育課

程の改善 [再掲 ]」に位置付ける。  

一 部改定 後  現 行  

Ⅰ  質の 高い教 育 の充実  

２  重 点 目 標 ２ に か か る 具 体 的

な取組み  

 「 生 徒 の 個 性 や 優 れ た 能 力 を

伸ばす教 育に取 り 組みます 」  

 (1)教育課程の 改 善 [再 掲 ] 

・学力向 上進学 重 点校の指     

 定  

 ・ Ｓ Ｔ Ｅ Ａ Ｍ 教 育 研 究 推 進 校

の指定  

 (2)科学技術・ 理 数教育 の 推 進  

(3)グ ロ ー バ ル 化 に 対 応 し た 先

進的な教 育の推 進  

(4)専門教育 の推進  

(5)国 の 研 究 開 発 に か か る 指 定

事業の活 用の推 進  

Ⅰ  質の 高 い 教 育 の 充 実  

２  重 点 目 標 ２ に か か る 具 体 的

な取組み  

 「 生 徒 の 個 性 や 優 れ た 能 力 を

伸ばす教 育 に 取 り 組 み ま す 」  

 (1)教育 課 程 の 改 善 [再 掲 ] 

・学力向 上 進 学 重 点 校 の 指     

 定  

 

 

 (2)科学 技 術 ・ 理 数 教 育 の 推 進  

(3)グ ロ ー バ ル 化 に 対 応 し た 先

進 的な 教 育 の 推 進  

(4)専門教 育 の 推 進  

(5)国 の 研 究 開 発 に か か る 指 定

事 業の 活 用 の 推 進  
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エ  ＳＴＥＡＭ教育研究推進校の指定  

Ｓ Ｔ Ｅ Ａ Ｍ 教 育 推 進 の た め 、 教 科 等 横 断 的 な 教 育 課 程 や 指 導

方法、学習プログラム等の研究開発に取り組みます。  

Ⅱ期 の工程表  
 

主 体  令 和 ２ 年 度  ３ 年 度  ４ 年 度  ５ 年 度  

指 定 校  

    

 

 

 

 

 

 

  (2) スクール・ミッション ※ １ の再定義及びスクール・ポリシー ※ ２     

に基づく教育活動の推進  

    答申を踏まえた、学校教育法施行規則の改正（令和４年４月１

日施行）により、 各高等学校等においてスクール・ポリシーの策

定・公表が求めら れることとなった。また、答申ではスクール・

ポリシーの策定に あたり、設置者において、各高等学校等の存在

意義や社会的役割 等を明確化（スクール・ミッションの再定義）

するよう求められた。  

    このため、令和４年度からの規則改正を受けスクール・ポリシ

ーの策定・公表を 行い、スクール・ポリシーに基づく教育活動を

着実に進めるため、Ⅱ期計画の取組として位置付けることとした。

また、スクール・ ポリシーの策定にあたっては、設置者である県

教育委員会におい て、スクール・ミッションの再定義を行うこと

とした。  

    ※１ ス ク ー ル ・ミ ッ シ ョ ン … 設 置者 が 定 め る 各 高 等 学 校 の 存 在 意 義

や 期 待 さ れ る 社 会 的 役 割 、 目 指 す べ き

学校像  

    ※２ス ク ール・ポ リシー …各 高等 学校 に おけ る 、入 学 者 選 抜 時 か ら 卒

業 時 ま で の 教 育 活 動 の 方 針 。 各 学 校 が ス ク

ール・ミッ ショ ンに 基 づ き 定 め る「 育 成 を目

指す資質・能力 に関 す る 方 針 」、「 教 育 課 程の

編 成 及 び 実 施 に 関 す る 方 針 」、「 入 学 者 の 受

入れに関 する方 針 」 の ３ つ の 方 針 の 総 称  

新 た な 指 定 ・ 実 施  

※ ～ ６ 年 度  

指 定 校（ 予 定 ）：神 奈 川 工 業（ 横 浜 北 東 ･川 崎 地 域 ）  光 陵（ 横 浜 南 西 地 域 ） 

横 須 賀 （ 横 須 賀 三 浦 ･湘 南 地 域 ）  

秦 野 （ 中 ･県 西 地 域 )  

相 模 原 弥 栄 （ 県 央 ･相 模 原 地 域 ）  
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   ア  「ス クール ・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに

基づく教育活動の推進」のⅡ期計画における位置付け  

「スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに基

づく教育活動の推進」をⅡ期計画の「Ⅱ  学校経営力の向上／４  

重 点 目 標 ４ 「 学 校 の 教 育 目 標 の 着 実 な 達 成 を め ざ す 学 校 経 営に

取り組みます」にかかる具体的な取組み／ (1) 自律的・組織的な

学校経営の充実」に位置付ける。  

一部改定 後  現 行  

Ⅱ  学校 経営力 の 向上  

４  重 点 目 標 ４ に か か る 具 体 的

な取組み  

 「 学 校 の 教 育 目 標 の 着 実 な 達

成 を め ざ す 学 校 経 営 に 取 り 組

みます」  

 (1)自 律 的 ・ 組 織 的 な 学 校 経 営

の充実  

 ・スクール・ミッ ションの 再定

義及びス クール・ポ リシ ーに

基づく教 育活動 の 推進  

・学校評 価・第 三者 評価シス テ

ムの改善 ・充実  

・民間人 材の活 用  

・地域協 働・地 方創 生による 学

校 づ く り 活 動 支 援 事 業 の 取

組み  

 (2)県 立 高 校 へ の 理 解 を 深 め る

情報提供 の推進  

 (3)教 職 員 の 実 践 的 指 導 力 向 上

の推進  

Ⅱ  学校 経 営 力 の 向 上  

４  重 点 目 標 ４ に か か る 具 体 的

な取組み  

 「 学 校 の 教 育 目 標 の 着 実 な 達

成 を め ざ す 学 校 経 営 に 取 り 組

みます」  

 (1)自 律 的 ・ 組 織 的 な 学 校 経 営

の充実  

 

 

 

・学校 評 価・第 三 者 評 価 シ ス テ

ムの 改 善 ・ 充 実  

・民間人 材 の 活 用  

・地域 協 働・地 方 創 生 に よ る 学

校 づ く り 活 動 支 援 事 業 の 取

組み  

 (2)県 立 高 校 へ の 理 解 を 深 め る

情報 提 供 の 推 進  

 (3)教 職 員 の 実 践 的 指 導 力 向 上

の推 進  
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イ  スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーに基づ     

く教育活動の推進  

入学者選抜時から卒業時までの教育活動の方針（スクール・ポ

リシー）を策定・公表し、これに基づく教育活動に取り組む。ス

クー ル・ ポリ シ ー の 策 定に あた って は、 県教 育委 員会 にお いて 、

各校の存在意義、社会的役割を明確化（スクール・ミッションの

再定義）する。  

Ⅱ期 の工程表  
 

主 体  令 和 ２ 年 度  ３ 年 度  ４ 年 度  ５ 年 度  

全 校  
    

県 教 育  

委 員 会  

    

   

４  今後の予定  

令和３年 10 月  Ⅱ期計画の一部改定の公表  

 

ス ク ー ル ・  
ミ ッ シ ョ ン  
の 再 定 義  

ス ク ー
ル ・ ポ リ
シ ー の 策
定 ・ 公 表  

ス ク ー ル・ポ リ シ ー に 基 づ く 教 育
活 動 の 実 施  


